
【会議の名称】 令和 3 年度学校給食センター運営委員会 

【日時・場所】 令和 3 年 7 月 14 日（木） ９：３０～１０：２０ 

【主な議題】  令和 2 年度給食会計決算報告及び監査について 

【傍聴者数】  なし 

【出席委員等の指名】 

委 員：砥上修二委員、常岡美智子委員、中根正登委員、青栁宏美委員、福永優二委員、 

    藤井龍一委員、木原由香里委員、漆谷美紀委員、蒲池真由委員、赤星俊治委員、 

    吉永さちよ委員、横山泰子委員、江口裕規委員、新田理沙委員、伊丹晶子委員、 

    升野邦江委員、江口幸児委員、鹿児島寛委員、青柳敏惠委員、松末和代委員 

事務局：長谷川清孝教育長、横田浩一教育部長、三上貴司給食センター長、瀧本佳規係長 

 

【委員に配布した資料の名称】 

 ・学校給食センター及び給食の概要（令和 3 年度版） 

 ・令和 2 年度学校給食会計決算書（小学校・中学校） 

 ・監査結果報告 

 ・令和 2 年度給食提供事業及び食育推進事業 

 ・令和 2 年度農産物使用状況集計表 

 ・令和 3 年度学校給食に関する申し合わせ事項 

 ・令和 3 年度食育推進事業計画 

 

【会議の内容】 

１．教育長あいさつ 

  【長谷川教育長】朝早くから給食センターまでおいでいただき、感謝申し上げます。 

昨年度、コロナ過の中で先行きが見通せないということで、委員会を書面決議させてい

ただきましたが、今年度につきましても、本来であればもう少し早い時期での開催を検討

しておりましたが、さまざまな形での開催を検討させていただきながら、この時期の開催

になっております。 

  本日は、事業の報告や今後の方向性を検討していただくことになるかと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  食に関することで私の方から少しお話させていただければと思います。 

  給食と言えば、全国的にも重要視されているものでございます。一つは、経済的に困窮

をされているご家庭の方々にとっては、子どもたちが昼に学校で食べる給食というのは、

栄養のバランス等を考えられ大切なものとなっていると思われます。 

  昨年度、3 月 4 月 5 月と全国的に学校が休校になりました。古賀市でもどうにかしなけ

ればならないという中で、子どもさんを残して仕事に行けないというご家庭がたくさん

ありました。学童はどうにか開くことができましたが、学童に行かれてないご家庭も多か



ったため、各学校とも協議し、一時的に、半日程度ではありますが学校で見守りをしてお

りました。その中で、国のコロナ補助を活用しまして、配食の事業を行いました。いわゆ

るお弁当給食というものです。基本的には各ご家庭で料金は出していただくわけですが、

生活保護世帯や就学援助世帯など、それぞれで徴収する額が違っていたり無償で提供す

るご家庭もございました。こうした事業を行う中で、ある子どもさんが配食のお弁当のお

かずで「お母さんが好きだから持って帰っていい？」という問いがありました。私たちは

日常朝昼晩と毎日当たり前に食事をしているわけですが、私などは公務員として働かせ

ていただき、食事に関してもそう困った状況にはありません。そういう状況を目の当たり

にしたときに、一日一回ではあるけれど学校給食というのは、そういった子どもだけとは

限りませんが非常に大事だなと感じました。 

  また、私が最近読んだ本で、本来人間は一日二食で大丈夫だというものがありました。

明治初期以前まで、朝と夜しか食事をとってなかったということも書かれていました。

我々が今それを実践するというは不可能なことでして、我々は明治の初期から 150 年か

ら 160 年経っていますので、遺伝子そのものが朝昼晩それぞれ食べていくことを覚えて

いますので、昼を抜くとか朝を抜くとかするとかえって不健康になってしまうというこ

とになります。食というのは非常に難しいものでありまして、もうすぐオリパラが始まり

ますけども、世界中にはベジタリアンの方々がいらっしゃたり豚肉を食べれないという

宗教上の方もいらっしゃいます。だから、何をもって一番ベストな食生活なのかというこ

とを最近考えるようになりました。今の日本の場合は朝昼晩と食事をとることがごく普

通のことで、子どもたちのお昼は給食で保障していきましょうというのが世の中の流れ

となっているということです。自分の健康は、自分の食生活は自らの実践でしかなりえな

いということかと考えております。 

  こういったことからも、これまで市の方へは一食でも給食の回数を増やすことはでき

ないかということで協議をしてきたところで、昨年度はコロナの影響で回数は増えてい

ませんが、今年度は数回になりますが、少し増えているのではないかと思っております。

もちろん、給食回数が増えるということは給食費も増えるということですから、そうなっ

た場合にはこの運営委員会で議論していただくことになるかと思います。 

  また、古賀市の給食センターのお話をさせていただくと、昭和 45 年 4 月から小学校 4

校中学校 1 校で、センター方式で始まったわけです。それからすでに 50 年以上が経って

いますが、センター方式の学校給食としては県下にも名をとどろかせて、平成 25 年 26 年

には東中・青柳小・小野小が県の研究指定を受けて、給食センターでの給食提供の良さと

いうものを全国に発信したこともあります。また、食中毒等の事案が開設当初から一件も

起こっていないということです。7 月のはじめに福岡教育事務所管内 16 の市町の教育長

会があり、県教育事務所より教育長に対し、去年今年で学校での子どものアレルギー反応

で、救急車で運ばれるという事案が数十件起きているという注意がありました。それを聞

いてすぐに部長・栄養教諭とも連絡確認をとりましたが、古賀市ではアレルギー反応によ



る事故は一件も起こっていないというふうに聞いております。このようなことも古賀市

給食センターの誇れるところではないかと思っています。 

  こういったこと一つ一つの原点がどこからきているのかと以前から考えていたんです

が、今日、委員会の開催でセンターに来た時に、正門を入ってすぐに職員の方が外の落ち

葉を取ったり掃除をされていました。改めて確認をしたところ、これは今日だけではなく

毎日のようにやっていることだということでした。これは、調理施設内だけでなくそうい

った外も衛生面環境面を整えることで、より安全安心な給食を学校に届けて、子どもたち

を健やかに育てたいという気持ちが伝わってくると思っていますし、こちらで働く職員

には感謝の気持ちを伝えたいなと思っています。学校の教職員や保護者の方にはここま

でやっているんだということを伝えていただければと思っております。 

  今後とも安心安全な学校給食の提供に市一丸となって尽力いたしますので、保護者の

立場、教職員の立場あるいは専門家の立場から、より良い学校給食の提供のために何をし

たらいいかという忌憚のないご意見をいただきながら、この一年も頑張っていきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

   

   

２．委嘱状交付 

  長谷川教育長より委員を代表して、藤井委員に委嘱書交付。 

  他の委員の委嘱状は、各委員の机に配布。 

  （教育長、公務の為退席） 

 

 

３．運営委員会成立報告 

  【三上所長】運営委員会の成立については、「古賀市学校給食運営委員会規則」第 6 条

により、委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができないこととな

っており、本日は 25 名中 19 名出席となっており、委員の半数以上の出席があり委員

会成立したことを報告いたします。 

 

 

４．自己紹介 

  【三上所長】続きまして自己紹介ですが、コロナウイルス感染拡大防止のため時間短縮

させていただきたいと思っております。各委員については、配布資料の書面にて確認を

お願いします。 

 

５．役員選出 

  【三上所長】続きまして役員選出でございますが、会長 1 名、副会長 1 名、監事（監



査）2 名、物資調達委員は会長を除く 3 名を皆さまの中から選出していただきます。 

会長職につきまして、立候補される方はいらっしゃいますでしょうか。 

いらっしゃらないようでしたら、本日欠席されていますが、あらかじめ事務局のほ

うで粕屋農協北部プラザの魚谷委員にお願いをしております。魚谷委員に会長をお

願いしてよろしいでしょうか。よろしければ拍手をもって承認とさせていただきた

いと思います。 

（拍手多数） 

ありがとうございます。 

続きまして副会長ですが、例年、教頭会の会長にお引き受けいただいております。ど

なたか立候補される方はいらっしゃいませんでしょうか。いらっしゃらないようで

すので、事務局からの推薦で古賀西小学校の藤井委員にお願いしたいと思っていま

す。よろしければ拍手をもって賛同をお願いいたします。 

（拍手多数） 

ありがとうございます。藤井委員、よろしくお願いいたします。 

続きまして、監事 2 名、物資調達委員 3 名の選出にうつりたいと思います。こちら

の役員につきましては、市内小中学校 11 校ありますけども、毎年輪番でおねがいし

ているところであります。今年度につきましては、舞の里小学校が監事の順番となっ

ております。舞の里小学校の江口委員と新田委員にお引き受けいただきたいと思っ

ておりますがよろしいでしょうか。 

（拍手多数） 

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

最後に物資調達委員でございます。物資調達委員の役割でありますけども、毎年 1 月

か 2 月になりますけども、物資調達委員会を開催いたしまして、事務局より物資納入

予定業者のこれまでの実績、選定理由を説明させていただきまして、委員さんにご審

議いただき決定していただいているところでございます。その後の流れは、業者さん

に一同に集まっていただき、衛生管理等について講習会を行いまして次年度の契約

持って行く運びとなっております。輪番では、今年度千鳥小学校となっております。

千鳥小学校の赤星委員と吉永委員にお願いしたいと思っていますがよろしいでしょ

うか。 

（拍手多数） 

ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

もう一名は、学校推薦者以外からお願いしているところでございます。今年度は有識

者の中から青柳敏惠委員にお願いしたいと思っておりますが、よろしいでしょうか。 

（拍手多数） 

ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 



 

会長      魚谷秀文委員（粕屋農業協同組合） 

  副会長     藤井龍一委員（西小学校） 

  監事（監査）  江口裕規委員（舞の里小学校）、新田理沙委員（舞の里小学校） 

  物資調達委員  魚谷秀文委員（粕屋農業協同組合）、赤星俊治委員（千鳥小学校）、 

吉永さちよ委員（千鳥小学校）、青柳敏惠委員（有識者） 

 

 

６．運営委員の職務及び給食センターの概要について 

【三上所長】続きまして、運営委員の職務及び給食センターの概要についてに進みたいと

思います。 

  運営委員の職務につきまして、ご理解いただくために簡単ではありますが、私のほう

から説明させていただきます。運営委員会は、給食センター運営を適正かつ円滑にする

ため、給食費に関することや給食にかかる調査・研究に関することなど、給食センター

運営に関して審議が必要だと判断される場合、ご参集いただき審議いただくこととな

っています。もう少し具体的に言いますと、給食センターが実施していることについて

チェックまたはご意見をいただいたり、給食費決算の承認、給食費の値上げの必要が発

生した場合など、そういった必要に応じお集まりいただき、ご意見をお願いしています。 

  また、物資調達委員会につきましては、先ほど説明させていただきましたとおり、次

年度納入業者について検討をお願いしているところでございます。 

  給食センターの概要につきましては、「給食センターの概要」ということで冊子を付

けさせていただいておりますので、後からの報告事項に併せて見ていただければと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

７．議題 

令和 2 年度給食会計決算報告及び監査について 

  【三上所長】続きまして、7 番の議題に進みたいと思っております。これから議題のほ

うに入るわけですけども、本日会長不在ということから、運営委員会規則第 2 条 3 項

によりまして、会長代行として藤井副会長のほうにご進行をお願いしたいと思ってお

ります。藤井副会長、よろしくお願いいたします。 

【藤井副会長】よろしくお願いいたします。それではこれより令和 2 年度給食会計報

告及び監査報告に入ります。事務局より説明お願いします。 

  【瀧本係長】令和 2 年度給食会計決算報告についてご説明させていただきます。給食費

につきましては、特にＰＴＣＡの方はご存知ない方もいらっしゃると思いますのでご

説明させていただきますと、基本的には小学校と中学校に分けて給食費を計算させて



いただいております。この給食費につきましては、市の会計には入ってなく、私会計と

なっておりますので、この委員会にて監査等していただいているということになって

おりますので、よろしくお願いいたします。また給食費につきましては、各ご家庭から

徴収させていただいている給食費をそのまま給食用物資、材料代に入れるということ

で、その他の項目等には使われていないということを、先にご説明させていただきたい

と思っております。 

  （決算書読み上げ） 

  【藤井副会長】監査報告をさせていただきます。昨年度、西小学校が監査ということで

したので、私のほうから監査報告をさせていただきます。私と吉川委員で監査をさせて

いただきました。令和 2 年度給食会計につきまして、6 月 10 日に監査委員 2 名でさせ

ていただきました。帳簿、通帳等を確認しまして、先ほど事務局から報告がありました

内容と相違ないことを確認しましたので報告いたします。 

  以上で説明、監査報告は終わらせていただきたいと思いますが、何か質問や意見がある

方は挙手をお願いいたします。 

  （挙手なし） 

  よろしいでしょうか。ないようでしたら、採決のほうに入りたいと思います。令和 2 年

度給食会計決算報告につきまして、承認される方は挙手をお願いいたします。 

  （全員挙手） 

  ありがとうございました。それでは、挙手多数により承認されたということになります。 

  以上で本日の議題について終わりたいと思います。ありがとうございました。 

  この後は事務局のほうに進行をお返しいたします。 

 

８．報告事項 

  ・令和 2 年度給食提供事業及び食育推進事業について 

  ・令和 2 年度地場産農産物の使用状況について 

  ・令和 3 年度学校給食に関する申し合わせ事項 

  ・令和 3 年度食育推進事業について 

  【瀧本係長】（資料読み上げ・説明） 

  ・県食育事業紹介  ・給食調理・配送等委託業者更新説明 

（質疑なし） 

 

 

９．おわりのことば 

  【横田教育部長】皆さんお疲れさまでした。自己紹介が遅くなりましたが、教育部長の

横田と申します。よろしくお願いいたします。 

  本日は、午前の早め時間からご参集いただきまして、無事に令和 3 年度第 1 回給食運



営委員会が行うことができました。昨年度はコロナの関係もあり、書面での開催となり

ましたが、今年は無事に開催できたことを嬉しく思っております。給食に関しましては、

学校の先生やご家庭でお子さんから聞かれて保護者の方のほうが詳しいかと思います。

このコロナ過の中でも、子どもさんたちには安全安心な学校給食を楽しく食べていた

だければと思っています。早くコロナも終息し、もっと楽しく食べれるような時代が来

ればいいなと思っています。 

  最後に、さきほど所長からもありましたが、事務局が報告説明等させていただきました。

何かご質問等ありましたら、後からでも構いませんので、何でも言っていただければと

思います。 

  では、本日の運営委員会はこれで終わらせていただきたいと思います。 

  本日は、本当にありがとうございました。 

 


